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(57)【要約】
【課題】ユーザビリティの高いヘッドマウントディスプ
レイ、ヘッドマウントディスプレイ制御プログラム及び
ヘッドマウントディスプレイの制御方法を提供すること
。
【解決手段】本技術に係るヘッドマウントディスプレイ
は、表示部と、装具と、検出部と、アプリケーション選
択部と、情報管理部とを具備する。表示部は、画像を表
示することが可能である。装具は、ユーザの頭部に装着
され、表示部をユーザの眼前に支持する。検出部は、予
め指定された正面方向を基準とする方向を検出方向とし
て検出する。アプリケーション選択部は、検出方向に基
づいてアプリケーションを選択する。情報管理部は、ア
プリケーション選択部によって選択されたアプリケーシ
ョンによって生成された画像を表示部に表示させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示することが可能な表示部と、
　ユーザの頭部に装着され、前記表示部をユーザの眼前に支持する装具と、
　予め指定された正面方向を基準とする方向を検出方向として検出する検出部と、
　前記検出方向に基づいてアプリケーションを選択するアプリケーション選択部と、
　前記アプリケーション選択部によって選択されたアプリケーションによって生成された
画像を前記表示部に表示させる情報管理部と
　を具備するヘッドマウントディスプレイ。
【請求項２】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記表示部は、透過型ディスプレイであり、
　前記情報管理部は、前記検出方向が前記正面方向と異なるときに、前記画像を前記表示
部に表示させる
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項３】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記アプリケーション選択部は、前記正面方向から前記検出方向への遷移方向に応じて
異なるアプリケーションを選択する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項４】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記アプリケーション選択部は、前記検出方向が前記正面方向と異なる方向で一定時間
経過した場合には、選択されているアプリケーションを固定する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項５】
　請求項２に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記アプリケーション選択部は、アプリケーションを固定した状態で一定時間経過した
場合には、アプリケーションの固定を解除する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項６】
　請求項１に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　前記情報管理部は、前記検出方向が前記正面方向と異なるときに、各アプリケーション
の出力画像をメニュー表示させ、
　前記アプリケーション選択部は、前記検出方向が前記正面方向と一致したときのアプリ
ケーションを選択する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【請求項７】
　画像を表示することが可能な表示部と、ユーザの頭部に装着され前記表示部をユーザの
眼前に支持する装具とを有するヘッドマウントディスプレイに搭載された検出部であって
、予め指定された正面方向を基準とする方向を検出方向として検出する検出部によって検
出された検出方向に基づいてアプリケーションを選択するアプリケーション選択部と、
　前記アプリケーション選択部によって選択されたアプリケーションによって生成された
画像を前記表示部に表示させる情報管理部と
　を具備するヘッドマウントディスプレイ制御プログラム。
【請求項８】
　アプリケーション選択部が、画像を表示することが可能な表示部と、ユーザの頭部に装
着され前記表示部をユーザの眼前に支持する装具とを有するヘッドマウントディスプレイ
に搭載された検出部であって、予め指定された正面方向を基準とする方向を検出方向とし
て検出する検出部によって検出された検出方向に基づいてアプリケーションを選択し、
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　情報管理部は、前記アプリケーション選択部によって選択されたアプリケーションによ
って生成された画像を前記表示部に表示させる
　ヘッドマウントディスプレイの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、アプリケーションの出力画像を切り替えて表示するヘッドマウントディスプ
レイ、ヘッドマウントディスプレイ制御プログラム及びヘッドマウントディスプレイの制
御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザの頭部に装着され、眼前に配置されたディスプレイに画像を表示させるヘッドマ
ウントディスプレイ（以下、ＨＭＤ）が知られている。ＨＭＤには、ディスプレイが外光
を透過させず、表示画像のみをユーザに視覚させる非透過型ＨＭＤと、ディスプレイが外
光を透過させ、表示画像をユーザの視界に重畳させる透過型ＨＭＤがある。例えば、特許
文献１には、非透過型ＨＭＤである「視覚装置」が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－７８２４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載のようなＨＭＤは、コントローラによって操作可能なものが一般的で
ある。しかしながら、ＨＭＤの着用者は視界が限られている場合も多く、コントローラに
よる操作ではユーザビリティが問題となる。
【０００５】
　以上のような事情に鑑み、本技術の目的は、ユーザビリティの高いヘッドマウントディ
スプレイ、ヘッドマウントディスプレイ制御プログラム及びヘッドマウントディスプレイ
の制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上のような事情に鑑み、本技術の一形態に係るヘッドマウントディスプレイは、表示
部と、装具と、検出部と、アプリケーション選択部と、情報管理部とを具備する。
　上記表示部は、画像を表示することが可能である。
　上記装具は、ユーザの頭部に装着され、上記表示部をユーザの眼前に支持する。
　上記検出部は、予め指定された正面方向を基準とする方向を検出方向として検出する。
　上記アプリケーション選択部は、上記検出方向に基づいてアプリケーションを選択する
。
　上記情報管理部は、上記アプリケーション選択部によって選択されたアプリケーション
によって生成された画像を上記表示部に表示させる。
【０００７】
　この構成によれば、ユーザがヘッドマウントディスプレイを、予め指定された正面方向
から別の方向に向けることにより、アプリケーションが選択され、その出力画像が表示部
表示される。即ち、ユーザは、ボタン等を用いた操作入力をすることなく、頭部を動かす
だけでアプリケーションを切り替えることが可能であり、このヘッドマウントディスプレ
イは高いユーザビリティを有するものである。
【０００８】
　上記表示部は、透過型ディスプレイであり、上記情報管理部は、上記検出方向が上記正
面方向と異なるときに、上記画像を上記表示部に表示させてもよい。
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【０００９】
　この構成によれば、ユーザは、ヘッドマウントディスプレイを正面方向に向けていると
きには表示部を介して外部を見ることが可能である。一方ユーザは、必要に応じてヘッド
マウントディスプレイを正面方向から別の方向に向けることにより、アプリケーションの
出力画像を表示部に表示させることができる。したがって、ユーザは、何らかの作業（例
えば料理）をしながら補助的にアプリケーションの出力画像（例えば料理のレシピ）を参
照すること可能となる。
【００１０】
　上記アプリケーション選択部は、上記正面方向から上記検出方向への遷移方向に応じて
異なるアプリケーションを選択してもよい。
【００１１】
　この構成によれば、ユーザは、ＨＭＤを正面方向から別方向に向ける際、その向ける方
向（遷移方向）によって異なるアプリケーションの出力画像を参照することが可能となる
。
【００１２】
　上記アプリケーション選択部は、上記検出方向が上記正面方向と異なる方向で一定時間
経過した場合には、選択されているアプリケーションを固定してもよい。
【００１３】
　この構成によれば、ユーザが正面方向と異なる方向にＨＭＤを向け、一定時間が経過し
た場合には、以降、ＨＭＤを正面方向に戻しても、そのアプリケーションの出力画像が表
示部に表示される。ユーザが一定時間同じ方向にＨＭＤを向けている場合には、ユーザは
そのアプリケーションの出力画像を注視していると判断することができるため、ユーザの
意図に従ったアプリケーションの選択が可能である。
【００１４】
　上記アプリケーション選択部は、アプリケーションを固定した状態で一定時間経過した
場合には、アプリケーションの固定を解除してもよい。
【００１５】
　この構成によれば、上記のようにアプリケーションが固定された後、ユーザがＨＭＤを
正面方向に戻し、一定時間が経過した場合には、表示部をアプリケーションの固定前の状
態に戻すことが可能となる。
【００１６】
、
　上記情報管理部は、上記検出方向が上記正面方向と異なるときに、各アプリケーション
の出力画像をメニュー表示させ、上記アプリケーション選択部は、上記検出方向が上記正
面方向と一致したときのアプリケーションを選択してもよい。
【００１７】
　この構成によれば、ユーザは、メニュー表示を利用して出力画像を表示させたいアプリ
ケーションを選択することが可能となる。メニュー表示やそれによるアプリケーションの
選択は、ＨＭＤの方向によって実行されるため、ユーザは頭部を動かすだけで任意のアプ
リケーションを選択することが可能である。
【００１８】
　以上のような事情に鑑み、本技術の一形態に係るヘッドマウントディスプレイ制御プロ
グラムは、アプリケーション生成部と、情報管理部とを具備する。
　上記アプリケーション生成部は、画像を表示することが可能な表示部と、ユーザの頭部
に装着され上記表示部をユーザの眼前に支持する装具とを有するヘッドマウントディスプ
レイに搭載された検出部であって、予め指定された正面方向を基準とする方向を検出方向
として検出する検出部によって検出された検出方向に基づいてアプリケーションを選択す
る。
　上記情報管理部は、上記アプリケーション選択部によって選択されたアプリケーション
によって生成された画像を上記表示部に表示させる。
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【００１９】
　以上のような事情に鑑み、本技術の一形態に係るヘッドマウントディスプレイ制御方法
は、アプリケーション選択部が、画像を表示することが可能な表示部と、ユーザの頭部に
装着され上記表示部をユーザの眼前に支持する装具とを有するヘッドマウントディスプレ
イに搭載された検出部であって、予め指定された正面方向を基準とする方向を検出方向と
して検出する検出部によって検出された検出方向に基づいてアプリケーションを選択する
。
　情報管理部が、上記アプリケーション選択部によって選択されたアプリケーションによ
って生成された画像を上記表示部に表示させる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上のように、本技術によれば、本技術の目的は、ユーザビリティの高いヘッドマウン
トディスプレイ、ヘッドマウントディスプレイ制御プログラム及びヘッドマウントディス
プレイの制御方法を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本技術の第１の実施形態に係るヘッドマウントディスプレイの外観を示す模式図
である。
【図２】同ヘッドマウントディスプレイの機能的構成を示すブロック図である。
【図３】同ヘッドマウントディスプレイの動作を示すシーケンス図である。
【図４】同ヘッドマウントディスプレイの方向と表示されるアプリケーションの例を示す
模式図である。
【図５】同ヘッドマウントディスプレイの方向とスライド表示されるアプリケーションの
出力画像を示す模式図である。
【図６】同ヘッドマウントディスプレイのメニュー表示を示す模式図である。
【図７】本技術の第２の実施形態に係る機能的構成を示すブロック図である。
【図８】同ヘッドマウントディスプレイの動作を示すシーケンス図である。
【図９】同ヘッドマウントディスプレイに表示されるアプリケーションの遷移を示す模式
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ（以下、ＨＭＤ）について説明する
。
【００２３】
　［ヘッドマウントディスプレイの構成］
　図１は、ＨＭＤ１００の外観を示す模式図であり、図２はＨＭＤ１００の機能的構成を
示す模式図である。
【００２４】
　図１に示すように、ＨＭＤ１００は、装具１０２、表示部１０３、筐体１０４を有する
。表示部１０３と筐体１０４はともに装具１０２に支持されている。また、装具１０２に
は、イヤフォン１２１が設けられている。図２に示すように、筐体１０４には情報管理部
１４１、アプリケーション選択部１４２及び検出部１４３が収容されている。
【００２５】
　装具１０２は、ユーザの頭部に装着され、表示部１０３をユーザの眼前に支持する。装
具１０２の形状は特に限定されず、図１に示すようなメガネ型形状の他にも表示部１０３
の支持が可能なあらゆる形状のものとすることができる。
【００２６】
　表示部１０３は、ユーザの眼前において画像を表示することが可能なディスプレイであ
り、外光を透過させることが可能な透過型ディスプレイであるものとすることができる。
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透過型ディスプレイには、カメラによって撮像した周囲の画像をディスプレイに表示する
ことにより、周囲を視認することが可能となるビデオ透過型ディスプレイと、ディスプレ
イ自体が光透過性を有する光学透過型ディスプレイがある。本実施形態においては、いず
れの透過型ディスプレイであってもよい。
【００２７】
　表示部１０３は、筐体１０４に収容された情報管理部１４１に接続され、情報管理部１
４１において生成された画像を表示することが可能に構成されている。表示部１０３に表
示される画像の詳細については後述する。
【００２８】
　筐体１０４は、情報管理部１４１、アプリケーション選択部１４２及び検出部１４３を
収容する。情報管理部１４１及びアプリケーション選択部１４２は、プロセッサやメモリ
等のハードウェアとプログラムの協働によって実現されている。詳細は後述するが、アプ
リケーション選択部１４２は、検出部１４３の出力に基づいてアプリケーションを選択し
、情報管理部１４１は、選択されたアプリケーションによって生成された画像を表示部１
０３に表示させる。
【００２９】
　検出部１４３は、自身の方向（即ち、ＨＭＤ１００の方向）を検出し、その出力を情報
管理部１４１を介してアプリケーション選択部１４２に供給する。ＨＭＤ１００の方向は
、ＨＭＤ１００を装着したユーザが頭部あるいは身体の向きを動かした場合に変動する。
検出部１４３は具体的には、加速度センサ、ジャイロセンサ及び地磁気センサによって構
成されたモーションセンサであるものとすることができる。また、検出部１４３はモーシ
ョンセンサに限られず、ＨＭＤ１００の方向を検出することが可能なもの、例えば、カメ
ラによって撮像された周囲の画像に対する画像処理によってＨＭＤ１００の方向を検出す
るものとすることも可能である。
【００３０】
　なお、本実施形態において、情報管理部１４１、アプリケーション選択部１４２及び検
出部１４３は筐体１０４に収容されているものとしているが、これに限られない。例えば
情報管理部１４１及びアプリケーション選択部１４２は別の情報処理装置（ＰＣ、スマー
トフォン等）に内蔵され、有線又は無線によって検出部１４３や表示部１０３と接続され
ているものとすることも可能である。
【００３１】
　［ヘッドマウントディスプレイの動作］
　以上のように構成されたＨＭＤ１００の動作について説明する。図３は、ＨＭＤ１００
の動作を示すシーケンス図である。
【００３２】
　ユーザがＨＭＤ１００を装着している状態で、アプリケーションＡの出力画像が表示部
１０３に表示されているものとする。また、表示部１０３が透過型ディスプレイである場
合には、表示部１０３になんらの画像も表示されず、ユーザが表示部１０３を通して外部
を見ている状態であってもよい。このときのＨＭＤ１００の方向を「正面方向」と定義す
る。
【００３３】
　情報管理部１４１は、所定時間毎に検出部１４３からＨＭＤ１００の方向を示すセンサ
値を取得する。続いて、情報管理部１４１は、センサ値をアプリケーション選択部１４２
に供給する。
【００３４】
　アプリケーション選択部１４２は、センサ値に基づいてアプリケーションを選択する。
具体的には、センサ値が「正面方向」の範囲に含まれている場合にはそのままアプリケー
ションＡを選択し、センサ値が「正面方向」の範囲を外れている場合（「非正面方向」と
する）には別のアプリケーション（アプリケーションＢ）を選択するものとすることがで
きる。
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【００３５】
　続いてアプリケーション選択部１４２は、選択したアプリケーションＢを情報管理部１
４１に通知する。情報管理部１４１は、通知されたアプリケーションＢから表示画像を取
得し、表示部１０３に表示させる。
【００３６】
　以上の動作をユーザ側からみると次のようになる。即ち、ユーザがＨＭＤ１００を装着
して電源を入れるか又は所定の操作入力を実行すると、そのＨＭＤ１００の方向が「正面
方向」と定義される。このとき、表示部１０３には、アプリケーションＡの出力画像が表
示されている。
【００３７】
　ユーザがいずれかの方向に頭部を振り向けると、それにともなってＨＭＤ１００の方向
も変更される。この際、ＨＭＤ１００の方向が正面方向の範囲を超える場合には、アプリ
ケーションＡに代わってアプリケーションＢの出力画像が表示部１０３に表示される。し
たがって、ユーザは例えば、アプリケーションＡを動画再生アプリケーションとし、アプ
リケーションＢを時刻表示アプリケーションとして設定しておくと、動画再生中に頭部の
向きを代え、ＨＭＤ１００を非正面方向に向けることにより時刻を確認することが可能と
なる。ユーザが頭部を正面方向に戻すと、再びアプリケーションＡの出力画像が表示部１
０３に表示される。
【００３８】
　また、表示部１０３が透過型ディスプレイである場合には、ＨＭＤ１００は、アプリケ
ーションＡに替えて表示部１０３に何も表示しないものとすることも可能である。この場
合、ユーザは、表示部１０３を透視して外部を見ている状態で、ＨＭＤ１００の方向を変
えると、アプリケーションＢの出力画像を視認することが可能となる。
【００３９】
　ＨＭＤ１００の方向を変えることにより出力画像を視認することが可能となるアプリケ
ーション（上記アプリケーションＢ）の例としては、次のようなものが挙げられる。即ち
、天気、時計、一行ニュース、株価、為替、スケジュール、カレンダー、フォトフレーム
、オークション価格、検索急上昇ワード、現在地マップ・情報等のそれぞれの表示アプリ
ケーション等である。
【００４０】
　上述の説明においては、ＨＭＤ１００の方向が正面方向から非正面方向に変わると、ア
プリケーションＢの出力画像が表示部１０３に表示されるものとしたが、非正面方向への
遷移方向毎に異なるアプリケーションの出力画像が表示部１０３に表示されるものとする
ことも可能である。図４は、ＨＭＤ１００の方向と、表示されるアプリケーションの例を
示す模式図である。
【００４１】
　アプリケーション選択部１４２は、ＨＭＤ１００が正面方向から右方向に向くとアプリ
ケーションＢ、正面から左方向に向くとアプリケーションＣ、正面から上方向に向くとア
プリケーションＤのように、それぞれの遷移方向に応じて異なるアプリケーションを選択
するものとすることができる。これにより、ユーザは、頭部を様々な方向に向けることで
、種々のアプリケーションの出力画像を見ることが可能となる。
【００４２】
　また、上述の説明においては、ＨＭＤ１００の方向が正面方向の範囲を超えると、アプ
リケーションＢ等の出力画像が表示部１０３に表示されるものとしたが、この際、エフェ
クトが生じるようにすることも可能である。図５は、ＨＭＤ１００の方向と、表示部１０
３の表示画像の例を示す模式図である。
【００４３】
　情報管理部１４１は、アプリケーション選択部１４２によってアプリケーションＢが選
択されると、ＨＭＤ１００の方向の程度に応じて、アプリケーションＢの出力画像を表示
部１０３の画面外からスライドさせて表示させることができる。これにより、ユーザが頭
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部を振り向ける程度に応じて、アプリケーションＢの出力画像が次第に表示され、ユーザ
は自然に情報にアクセスしている感覚を得ることができる。
【００４４】
　情報管理部１４１は、ＨＭＤ１００が正面方向に戻る際も同様に、アプリケーションＢ
の出力画像を表示部１０３の画面外へスライドさせて表示させることができる。また、情
報管理部１４１は、ＨＭＤ１００の方向が正面方向の範囲を超えると、ＨＭＤ１００の方
向の程度に拠らず、アプリケーションＢの出力画像を表示部１０３の画面外からスライド
させて表示させてもよい。
【００４５】
　さらに、上述の説明においては、ＨＭＤ１００の方向に応じて表示部１０３に表示させ
るアプリケーションが選択されるものとしたが、この際にメニュー選択を利用することも
可能である。図６は、メニュー選択の例を示す模式図である。
【００４６】
　図６（ａ）に示すように、ＨＭＤ１００が正面方向から所定方向（例えば上方向）に向
けられると、表示部１０３に複数のアプリケーションが並んで表示（メニュー表示）され
る。ユーザが首をかしげ、ＨＭＤ１００が傾けられると、図６（ｂ）に示すようにメニュ
ー表示されているアプリケーションがスライドして表示される。ユーザは、重力に従って
メニューがスライドする感覚で直感的にアプリケーションを選択することが可能である。
また、ＨＭＤ１００が所定方向（例えば右方向）に向けられるとアプリケーションがスラ
イドして表示されてもよい。ユーザが首を戻し、ＨＭＤ１００が正面方向に向けられると
、図６（ｃ）に示すようにアプリケーションが選択される。
【００４７】
　以上のように本実施形態においては、ユーザは頭部を振り向けてＨＭＤ１００の方向を
変えることにより、表示部１０３に表示させるアプリケーションを切り替えることが可能
であり、ＨＭＤ１００は高いユーザビリティを有するものであるといえる。
【００４８】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態に係るヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）について説明する。本実
施形態において、第１の実施形態と同様の構成については同一の符号を付し、説明を省略
する。
【００４９】
　［ヘッドマウントディスプレイの構成］
　図７は第２の実施形態に係るＨＭＤ２００の機能的構成を示す模式図である。なお、Ｈ
ＭＤ２００の外観は第１の実施形態と同様とすることができる。
【００５０】
　ＨＭＤ２００は、情報管理部２４１、アプリケーション選択部２４２及び検出部２４３
に加え、タイマ２４４を有する。タイマ２４４は情報管理部２４１に接続され、情報管理
部２４１からの要求を受けて時間のカウントを開始し、情報管理部２４１にタイマー値を
返す。
【００５１】
　アプリケーション選択部２４２は、第１の実施形態においては検出部２４３の出力であ
るセンサ値に基づいてアプリケーションを選択するものとしたが、本実施形態においては
センサ値に加え、タイマ２４４の出力であるタイマ値に基づいてアプリケーションを選択
する。
【００５２】
　情報管理部２４１、アプリケーション選択部２４２及びタイマ２４４は、第１の実施形
態と同様に筐体に収容されていてもよく、別の情報処理装置（ＰＣ、スマートフォン等）
に内蔵され、有線又は無線によって検出部２４３や表示部２０３と接続されているものと
することも可能である。
【００５３】
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　［ヘッドマウントディスプレイの動作］
　以上のように構成されたＨＭＤ２００の動作について説明する。図８は、ＨＭＤ２００
の動作を示すシーケンス図である。
【００５４】
　ユーザがＨＭＤ２００を装着している状態で、アプリケーションＡの出力画像が表示部
２０３に表示されているものとする。また、表示部２０３が透過型ディスプレイである場
合には、表示部２０３になんらの画像も表示されず、ユーザが表示部２０３を通して外部
を見ている状態であってもよい。このときのＨＭＤ２００の方向を「正面方向」と定義す
る。
【００５５】
　情報管理部２４１は、所定時間毎に検出部２４３からＨＭＤ２００の方向を示すセンサ
値を取得する。続いて、情報管理部２４１は、センサ値をアプリケーション選択部２４２
に供給する。さらに、アプリケーション選択部２４２は、タイマ２４４からタイマ値を取
得する。
【００５６】
　アプリケーション選択部２４２は、センサ値及びタイマ値に基づいてアプリケーション
を選択する。具体的には、センサ値が「正面方向」の範囲を外れている場合（「非正面方
向」）には別のアプリケーション（アプリケーションＢ）を選択する。センサ値が「正面
方向」の範囲に含まれている場合には、タイマ値を参照し、タイマ値が所定時間を超えて
いる場合にはアプリケーションＢを選択し、タイマ値が所定時間以下の場合にはアプリケ
ーションＡを選択する。
【００５７】
　アプリケーション選択部２４２は、アプリケーションの選択と同時にタイマ２４４に指
示を出し、タイマをスタートさせる。上記アプリケーション選択部２４２がタイマ２４４
からタイマ値を取得するステップにおいて取得されるタイマ値は、このときにスタートさ
れたものである。即ち、アプリケーション選択部２４２は、所定時間にわたってアプリケ
ーションＢが選択されている場合には、センサ値が「正面方向」の範囲である場合であっ
てもアプリケーションＢを選択することになる。
【００５８】
　即ち、ＨＭＤ２００が非正面方向に向けられ、アプリケーション選択部２４２がアプリ
ケーションＢを選択している時間が所定時間継続すれば、それ以降ＨＭＤ２００が正面方
向に戻されてもアプリケーションＡではなくアプリケーションＢが選択（固定）される。
ＨＭＤ２００が非正面方向に向けられて所定時間経過した場合、ユーザはアプリケーショ
ンＢの出力画像を注視していると判断できるためである。
【００５９】
　一方、アプリケーションＢが固定されている状態で、ＨＭＤ２００が正面方向に向けら
れ、所定時間が経過すると、アプリケーションＢの固定が解除され、元のアプリケーショ
ンＡが選択される。
【００６０】
　続いてアプリケーション選択部２４２は、選択したアプリケーションＢを情報管理部２
４１に通知する。情報管理部２４１は、通知されたアプリケーションＢから表示画像を取
得し、表示部２０３に表示させる。
【００６１】
　以上の動作をユーザ側からみると次のようになる。図９は、表示部２０３に表示される
アプリケーションの遷移を示す模式図である。ユーザがＨＭＤ２００を装着して電源を入
れるか又は所定の操作入力を実行すると、そのＨＭＤ２００の方向が「正面方向」と定義
される。このとき、表示部２０３には、アプリケーションＡの出力画像が表示されている
（Ｔ１）。ユーザが頭部を正面方向に向けたままであれば、アプリケーションＡの出力画
像の表示が継続される（Ｔ１→Ｔ１）。
【００６２】
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　ユーザがいずれかの方向に頭部を振り向けると、それにともなってＨＭＤ２００の方向
も変更される。この際、ＨＭＤ２００の方向が正面方向の範囲を超える場合（「非正面方
向」）には、アプリケーションＡに代わってアプリケーションＢの出力画像が表示部２０
３に表示される（Ｔ１→Ｔ２）。所定時間経過前に、ＨＭＤ２００が正面に戻されると、
再びアプリケーションＡの表示画像が表示される（Ｔ２→Ｔ１）
【００６３】
　ここで、ユーザがＨＭＤ２００を、所定時間（タイマＵＰ時間）を超えて非正面方向に
向けている場合には、上記のようにアプリケーションＢが固定される（Ｔ２→Ｔ３）。こ
の状態で所定時間（タイマＵＰ時間）が経過すると、アプリケーションＢに代わってアプ
リケーションＡの出力画像が表示部２０３に表示される（Ｔ３→Ｔ５）。一方、所定時間
経過前にＨＭＤ２００が正面方向に向けられると、アプリケーションＢは固定されている
ため、継続してアプリケーションＢの出力画像が表示部２０３に表示される（Ｔ３→ｔ４
）。
【００６４】
　ＨＭＤ２００が正面方向に向けられている状態で所定時間（タイマＵＰ時間）が経過す
ると、アプリケーションＢの固定が解除され、再びアプリケーションＡの出力画像が表示
部２０３に表示される（Ｔ４→Ｔ１）。第１の実施形態と同様に、ＨＭＤ２００が別の非
正面方向に向けられると、他のアプリケーション（アプリケーションＣ等）の出力画像が
表示部２０３に表示される（Ｔ２→Ｔ２、Ｔ４→Ｔ２）。
【００６５】
　ＨＭＤ２００の方向を変えることにより出力画像を視認することが可能となるアプリケ
ーション（上記アプリケーションＢ）の例としては、第１の実施形態と同様である。即ち
、天気、時計、一行ニュース、株価、為替、スケジュール、カレンダー、フォトフレーム
、オークション価格、検索急上昇ワード、現在地マップ・情報等のそれぞれの表示アプリ
ケーション等である。
【００６６】
　本実施形態においては、ＨＭＤ２００が非正面方向に向けられている状態で所定時間が
経過すると、表示中のアプリケーションが固定される。したがって、ユーザがそのアプリ
ケーションの出力画像を注視したい場合に利便性が高い。なお、本実施形態においても第
１の実施形態と同様に、メニュー表示による選択、スライドエフェクト等を適用すること
が可能である。
【００６７】
　（変形例）
　上記第１及び第２の実施形態において、アプリケーションの選択は、ＨＭＤの方向に基
づいて実行されるものとしたが、さらにユーザの視線の情報が利用されるものとすること
も可能である。具体的には、アプリケーション選択部が、上述したアプリケーションの固
定や解除の際、ユーザの視線をジェスチャーとして利用すること等が考えられる。これに
より、アプリケーションの選択にユーザの意図をより反映させやすくすることが可能とな
る。視線の認識は、例えば、ＨＭＤに設けられたカメラによって撮像されたユーザの眼球
の画像に、画像処理を施すことによってすることが可能である。
【００６８】
　また、アプリケーションの選択には、さらにＨＭＤの位置情報が利用されるものとする
ことも可能である。具体的には、アプリケーション選択部が、ＨＭＤが一定以上のスピー
ドで移動（即ちユーザが移動）していることを検出した場合には、アプリケーションの選
択を停止し、表示部に何も表示させないものとすることができる。これによりユーザの往
来での危険を防止することができる。位置情報は、例えばＨＭＤに設けられたＧＰＳ（Gl
obal Positioning System）や加速度センサの出力等から取得することが可能である。
【００６９】
　上記第２の実施形態において、アプリケーションの固定及び解除は、タイマによってカ
ウントされるタイマＵＰ時間によって決定されるものとしたが、タイマＵＰ時間はＨＭＤ
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の方向の変化速度によって決定されるものとすることも可能である。また、タイマＵＰ時
間はアプリケーション毎に異なるものとすることも可能である。
【００７０】
　また、アプリケーションの固定及び解除は、ＨＭＤに設けられた操作入力部（ボタン、
タッチセンサ等）によってなされるものとすることも可能である。さらにアプリケーショ
ンの固定及び解除は、ユーザが頭部を動かすことによるジェスチャーによってなされても
よい。具体的は、例えば、ユーザがうなずくと固定、さらに上を向くと固定、首をかしげ
ると固定、頭部を横に振ると解除、首をゆっくり戻すと固定されて付いてくる、正面で固
定された状態で頭部を動かすと解除等である。
【００７１】
　また、ユーザの視線情報によってアプリケーションの固定及び解除がなされてもよい。
例えば、しばらく目を閉じると固定あるいは解除、目を閉じて首を戻すと固定、焦点が合
うと固定、焦点が外れると開放、視線によるジェスチャー等である。さらに、手で払う、
噛む、足踏み、ジャンプ等のユーザの身体的な動作よって固定あるいは解除がなされるも
のとすることも可能である。また、車や人が目の前に出てきたら解除する等、外部の状況
に応じて固定あるいは解除がなされてもよい。
【００７２】
　（応用例）
　本技術に係るＨＭＤの応用例について説明する。
【００７３】
　［辞書］
　ユーザがＨＭＤを装着して書籍等の文章を閲覧している際に、ＨＭＤが正面方向に向け
られている際には、表示部（透過型ディスプレイ）に何も表示されないが、ＨＭＤに設け
られたカメラによって文字認識が実行され、文章中の単語が抽出されている。ＨＭＤが非
正面方向に向けられると、辞書アプリケーションの出力結果（単語の意味や翻訳等）が表
示部に表示される。ユーザの視線認識と組み合わせて、ユーザが注視している箇所の単語
を抽出するようにしてもよい。
【００７４】
　［字幕］
　ＨＭＤが正面方向に向けられている際には、表示部に映画等の動画が表示されており、
ＨＭＤが非正面方向に向けられると、動画の再生箇所に応じた字幕が表示される。なお、
ＨＭＤが正面方向に向けられている際には表示部（透過型ディスプレイ）に何も表示され
ず、ユーザは表示部を透過して実際の動画を閲覧していてもよい。この場合、字幕は、画
像認識により、あるいはネットワークを介して取得される。
【００７５】
　［学習］
　ＨＭＤが正面方向に向けられている際には、表示部に「問題」が表示されている。ＨＭ
Ｄが非正面方向に向けられると、その問題の解答やヒントが表示部に表示される。例えば
、ＨＭＤが正面方向から上方向に向けられると問題のヒントが表示され、正面から下方向
に向けられると問題の解答が表示されるものとすることができる。
【００７６】
　［通知］
　ＨＭＤが正面方向に向けられている際には、表示部に何も表示されず、あるいは何らか
のアプリケーションの出力画像が表示されている。電子メールやＳＮＳ（social network
ing service）が受信されると、その通知が表示部に表示される。ユーザがＨＭＤを非正
面方向に向けると、電子メールやＳＮＳのメッセージが表示部に表示される。メッセージ
は表示部の全体ではなく端部にのみ表示されてもよい。また、例えば、新着メールがない
場合には、ＨＭＤが非正面方向に向けられても表示部の表示を変更しないものとすること
もできる。
【００７７】
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　［後方確認］
　ＨＭＤが正面方向に向けられている際には表示部に何も表示されず、ユーザは表示部（
透過型ディスプレイ）を透過して前方を視認することができる。ＨＭＤが非正面方向に向
けられると、搭載されたカメラによって撮像されている後方の画像が表示部に表示される
。後方の画像は、動き認識が実行され、動いているものが強調表示されたものであっても
よく、サーモグラフィ画像であってもよい。また、これらの各種画像が正面方向から非正
面方向への遷移方向によってそれぞれ表示されるものとすることも可能である。
【００７８】
　［作業支援］
　ＨＭＤが正面方向に向けられている際には表示部に何も表示されず、ユーザは表示部（
透過型ディスプレイ）を透過して前方を視認することができる。ＨＭＤが非正面方向に向
けられると、作業手順（料理のレシピ等）が表示部に表示される。ＨＭＤが正面方向に向
けられているときには作業手順が表示されないため、ユーザの作業を妨げない。
【００７９】
　［その他］
　ＨＭＤの方向によって、シソーラス（単語を関係性に応じて配置した図）における表示
範囲を移動させ、ユーザが関連語を検索しやすくする。あるいは、ＨＭＤの方向によって
天文図における表示範囲を移動させ、ユーザによる疑似天文観察を可能とする。また、Ｈ
ＭＤの方向によって仮想的なゲーム版を傾けるゲームを提供することも可能である。
【００８０】
　本技術は、上記各実施形態にのみ限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない
範囲内において変更することが可能である。
【００８１】
　なお、本技術は以下のような構成も採ることができる。
【００８２】
　（１）
　画像を表示することが可能な表示部と、
　ユーザの頭部に装着され、上記表示部をユーザの眼前に支持する装具と、
　予め指定された正面方向を基準とする方向を検出方向として検出する検出部と、
　上記検出方向に基づいてアプリケーションを選択するアプリケーション選択部と、
　上記アプリケーション選択部によって選択されたアプリケーションによって生成された
画像を上記表示部に表示させる情報管理部と
　を具備するヘッドマウントディスプレイ。
【００８３】
　（２）
　上記（１）に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　上記表示部は、透過型ディスプレイであり、
　上記情報管理部は、上記検出方向が上記正面方向と異なるときに、上記画像を上記表示
部に表示させる
　ヘッドマウントディスプレイ。
【００８４】
　（３）
　上記（１）又は（２）に記載のヘッドマウントディスプレイであって、
　上記アプリケーション選択部は、上記正面方向から上記検出方向への遷移方向に応じて
異なるアプリケーションを選択する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【００８５】
　（４）
　上記（１）から（３）のうちいずれか一つに記載のヘッドマウントディスプレイであっ
て、
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　上記アプリケーション選択部は、上記検出方向が上記正面方向と異なる方向で一定時間
経過した場合には、選択されているアプリケーションを固定する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【００８６】
　（５）
　上記（１）から（４）のうちいずれか一つに記載のヘッドマウントディスプレイであっ
て、
　上記アプリケーション選択部は、アプリケーションを固定した状態で一定時間経過した
場合には、アプリケーションの固定を解除する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【００８７】
　（６）
　上記（１）から（５）のうちいずれか一つに記載のヘッドマウントディスプレイであっ
て、
　上記情報管理部は、上記検出方向が上記正面方向と異なるときに、各アプリケーション
の出力画像をメニュー表示させ、
　上記アプリケーション選択部は、上記検出方向が上記正面方向と一致したときのアプリ
ケーションを選択する
　ヘッドマウントディスプレイ。
【００８８】
　（７）
　画像を表示することが可能な表示部と、ユーザの頭部に装着され上記表示部をユーザの
眼前に支持する装具とを有するヘッドマウントディスプレイに搭載された検出部であって
、予め指定された正面方向を基準とする方向を検出方向として検出する検出部によって検
出された検出方向に基づいてアプリケーションを選択するアプリケーション選択部と、
　上記アプリケーション選択部によって選択されたアプリケーションによって生成された
画像を上記表示部に表示させる情報管理部と
　を具備するヘッドマウントディスプレイ制御プログラム。
【００８９】
　（８）
　アプリケーション選択部が、画像を表示することが可能な表示部と、ユーザの頭部に装
着され上記表示部をユーザの眼前に支持する装具とを有するヘッドマウントディスプレイ
に搭載された検出部であって、予め指定された正面方向を基準とする方向を検出方向とし
て検出する検出部によって検出された検出方向に基づいてアプリケーションを選択し、
　情報管理部は、上記アプリケーション選択部によって選択されたアプリケーションによ
って生成された画像を上記表示部に表示させる
　ヘッドマウントディスプレイの制御方法。
【符号の説明】
【００９０】
　１０２…装具
　１０３、２０３…表示部
　１０４…筐体
　１２１…イヤフォン
　１４１、２４１…情報管理部
　１４２、２４１…アプリケーション選択部
　１４３、２４３…検出部
　２４４…タイマ
　１００、２００…ＨＭＤ
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